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凡   例 

１ この冊子は、中央調達の業務及び組織の概要、装備品等及び役務の中央調達に係る令和６年度の

調達実績について記述したものです。 

２ 記述中の略語は、次のとおりです。 

大 臣 ： 防衛大臣 

長 官 ： 防衛装備庁長官 

大 臣 官 

房 長 等 
： 

大臣官房長、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚長、陸

上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監、地方防衛局長、

防衛装備庁長官 

大臣官房等 ： 

大臣官房、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛

隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局、防衛装備

庁 

部 隊 等 ： 

内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚

監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、自衛隊の部隊及び機関、情報本部、防衛監

察本部、地方防衛局、防衛装備庁 

内 局 ： 本省内部部局 

各 幕 ： 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部 

防 大 ： 防衛大学校 

防 医 大 ： 防衛医科大学校 

防 研 ： 防衛研究所 

統 幕 ： 統合幕僚監部 

旧 統 幕 ： 旧統合幕僚会議 

陸 幕 ： 陸上幕僚監部 

海 幕 ： 海上幕僚監部 

空 幕 ： 航空幕僚監部 

情 本 ： 情報本部 

旧 技 本 ： 旧技術研究本部 

旧 調 本 ： 旧調達実施本部 

監 本 ： 防衛監察本部 

地 防 局 ： 地方防衛局 

３ 記述中、概算金額で表した金額は、原則として、単位以下１位未満の数字を四捨五入したもので

す。
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第１章 組織及び沿革 

 

１ 組織及び沿革 

防衛装備庁（以下「装備庁」という。）の前身の一つである調達実施本部は、

昭和２９年７月、防衛庁（当時。以下同じ。）の発足とともに、その附属機関1の

一つとして、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で主要なものの調達を

一元的に実施する中央調達機関として創設されました。 

その後、組織・機構は、防衛力の整備・充実に伴う調達業務の複雑化、業務量

の増大等に対応して充実・強化を図るため、加えて、昭和４３年度以降は定員削

減に対処して業務の合理化を推進するため、幾度かの改編を重ね、昭和５９年に

は、｢国家行政組織法｣（昭和２３年法律第１２０号）の改正に伴い、防衛庁の特

別の機関2の一つとして位置付けられました。 

平成１３年１月、中央省庁等改革に合わせ調達実施本部は廃止され、契約部門

については防衛庁の特別の機関として新設された契約本部に、原価計算部門につ

いては防衛庁本庁の内部部局（管理局原価計算部）に、それぞれ引き継がれまし

た。 

平成１８年７月には、ライフサイクルを見据えた調達を行うため、契約本部の

契約及び品質管理機能と管理局原価計算部の原価計算機能などを統合・再構築し

て、新たな中央調達機関として装備本部が設置されました。 

平成１９年９月には、防衛施設庁（当時）を解体、防衛省に統合し、新たな時

代の要請に応えた政策立案を行うための体制を構築する一環として、装備本部も

改編されることとなりました。装備本部は、装備施設本部と名称を変更し、所掌

事務には、従来からの装備品等及び役務の調達のほかに、建設工事等の実施に関

すること等の事務が追加されました。装備本部の支部・事務所は廃止され、支部

                         
1 附属機関：「防衛庁設置法」（昭和29年法律第164号）に基づいて、防衛本庁に置かれる附属機関として、防衛研修

所、防衛大学校、防衛庁技術研究所、防衛庁建設本部、防衛庁調達実施本部が規定されました。 
2 特別の機関：「国家行政組織法」（昭和23年法律第120号）の改正により、旧調本は、陸幕、海幕、空幕、旧統幕及び

旧技本とともに、防衛庁設置法上、防衛本庁に置かれる特別の機関として規定されました。 
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等で実施していた監督・検査等の事務は、施設行政のみならず、地方における防

衛行政全般についての拠点としての機能を担う組織として新設された地方防衛

局の調達部、支局、事務所で実施することになりました。 

平成２７年１０月には、防衛省の外局として、装備品等の効果的かつ効率的な

取得や国際的な防衛装備・技術協力等を行うため、装備庁が新設され、これに伴

い、装備施設本部は廃止されました（装備施設本部で所掌していた建設工事等の

実施に関すること等の事務は、防衛省本省の内部部局に移管されました）。 

組織等の変遷は、次頁年表のとおりです。 
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組織等の主な変遷 

昭和 29年７月 江東区越中島において調達実施本部発足 

昭和 31年３月 霞ヶ関庁舎に移転 

昭和 35年１月 檜町庁舎に移転 

昭和 47年５月 本部組織改編（調達管理部門を５課に再編・合理化） 

昭和 55年６月 輸入課を廃止し、輸入第１課（一般輸入）、輸入第２課（ＦＭＳ）を設置 

平成 ３年５月 本部組織改編（契約・原価計算部門を５課体制とし、試作調達課、輸入第

１課を廃止、契約第５課、原価計算第５課を新設、輸入第２課を輸入課に

改称） 

平成 ９年７月 本部組織改編（契約業務を総括する機能を調整課から分離し契約管理課を

新設、調達管理第５課を廃止し、誘導武器の調達管理業務を調達管理第４

課に、仕様書の作成等業務を調整課に移管） 

平成 11年５月 副本部長担当部務の変更（原価計算及び契約の両部門をそれぞれ別の副本

部長が担当） 

平成 12年５月 市ヶ谷新庁舎に移転 

平成 13年１月 調達実施本部を廃止し、契約本部を新設（原価計算部門は管理局原価計算

部へ移管） 

平成 18年７月 契約本部を廃止し、装備本部を新設（原価計算部の原価計算機能と契約本

部の契約及び品質管理機能を統合・再構築） 

平成 19年９月 装備本部の名称及び所掌事務を変更し、装備施設本部を設置（防衛施

設庁を解体。建設部門等を統合し、施設計画課及び技術調査官を設置） 

平成 21年４月 輸入課を廃止し、輸入調達課を設置（一般輸入調達事務を一元的に所掌し、

有償援助調達も含め輸入調達事務の専担部署を新設） 

平成 22年４月 管理部門組織改編（調達に関する企画及び立案並びに調整機能を強化する

ため企画調整課を廃止し、調達企画課を新設。統一的なコスト管理を強化

するため原価管理課を改編。企業に対するコスト低減及び品質の向上を促

進するため品質管理課を廃止し、企業調査課を新設） 

平成 27年10月 装備施設本部を廃止し、防衛装備庁を新設（建設部門は整備計画局へ移管） 

平成 31年 4月 調達企画課に有償援助調達管理室を新設 

令和 ４年６月 通信電気調達官を廃止し、電子音響調達官付通信電気室を新設 

電子音響調達官付誘導武器室を艦船調達官付誘導武器室へ移管 

令和 ６年４月 企業調査官を廃止し、調達企画課品質管理企画室及び原価管理官付企業調
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査室を新設 

航空機調達官付回転翼室を廃止し、需品調達官付試作・基盤強化措置室を

新設（同室では試作品調達及び特定取組調達を一元的に所掌） 

令和 ７年４月 調達企画課に調達管理室を新設 
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２ 組織図 

（令和７年４月現在） 

※着色部は中央調達関係部署を示す。 
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輸入調達官 有償援助調達室
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第２章 装備品等の調達業務とその特色 

 

１ 所掌事務の概要 

装備庁においては、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等（火器、誘導武器、電

気通信、船舶、航空機、車両、機械、弾火薬類、食糧、燃料、繊維及びその他の

需品）及び役務3で大臣の定める主要なもの4の調達を一元的に実施しており、こ

れを中央調達と呼んでいます。 

一方、調達要求元である大臣官房等においても、大臣が中央調達品目としてい

ないものは大臣官房長等が自ら調達し、また、中央調達とされる品目であって

も、①１件２５０万円以下のものを調達する場合、②特に緊急の必要がある場

合、③特別の事由があり大臣の承認を受けた場合には、特例として、大臣官房長

等が自ら調達を行うことができることとされています。これらを装備庁が行う

中央調達に対し、地方調達と呼んでいます。 

中央調達の実務において、原価計算、契約、監督・検査から支払に至るまでの

一連の業務を適正・的確に処理するためには、高度に専門的であるとともに広

い視野に立って均衡のとれた判断ができる知識、経験及び能力が要求されます。

そのため、調達の実施に当たっては、広く各種の調査、資料収集等を行い、か

つ、蓄積されたノウハウを駆使して、適正な業者選定、価格の算定等に努める

とともに、大臣官房等と緊密な連携をとり、調達内容の整合、予算整理等全体的

な総合調整を行って的確に事務を処理しているところです。 

  

                         
3 役務：修理、輸送等をいいます。 
4 大臣の定める主要なもの：装備品等及び役務の調達実施に関する訓令（昭和49年防衛庁訓令第４号）第３条において

規定している装備品等及び役務をいいます。 
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中央調達関係部署及び所掌事務の概要 

 

組 織 課 ( 官 ) 室 等 所 掌 事 務 の 概 要 

防   

衛

装

備

庁 

長

官

官

房 

会 計 官 
経費及び収入の予算及び会計、経費及び収入の決算の作成、行政財産及び物品

の管理 

監察監査・評価官 

職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するため

の監察、経費及び収入の決算及び会計の監査、装備品等及び役務の調達に関す

る審査、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する

業務の監査、政策の評価、防衛調達審議会の庶務 

調

達

管

理

部 

調  達  企  画  課 

調達管理部の所掌事務に関する総合調整、装備品等及び役務の調達に関する制

度及び基本的な政策の企画及び立案、調達に係る入札及び契約の適正化、調達

に関する業務の総括、調達に関する業務に伴う苦情の処理、国際協力に関する

事務のうち装備品等及び役務の品質管理に係るもの 

原 価 管 理 官 

装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に

関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案、調達に

関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関

する業務の総括、調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通

的な情報の収集及び基準の設定、調達に関する予定価格の作成に関する企業に

おける経理の適正性の調査、調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業に

おける生産活動の効率性の調査、調達に関する原価監査に関する共通的な事項

の調査 

調

達

事

業

部 

需 品 調 達 官 装備品等及び役務に関する業態調査、契約の相手方及び契約方法の決定その他

契約の締結、契約の履行の促進、契約に伴う証明、調達に関する仕様書の作成、

調達に関する仕様書の検討、調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに

価格に関する情報の収集整理、調達に関する業務の連絡調整、地方防衛局が行

う検査等の総括、検査の実施、調達品の品質試験 

 

（所掌品目） 

需 品 調 達 官：食糧その他の需品（繊維製品、燃料、衛生器材等）、輸送

の役務 

試作・基盤強化措置室：装備品等の試作品、防衛生産基盤強化法に基づく特定

取組 

機 械 車 両 室：施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他

の一般用機器、車両、航海器材、港用品、掃海器材、舟艇

器材 

武 器 調 達 官：火器、化学器材、装甲車両 

弾 火 薬 室：弾火薬類 

電子音響調達官：電波器材、磁気器材、音響器材 

通 信 電 気 室：通信器材、電気器材 

電 子 計 算 機 室：電子計算機（情報システム、ソフトウェア、調査委託等） 

艦 船 調 達 官：船舶、船舶用機関 

誘 導 武 器 室：誘導武器、魚雷 

航 空 機 調 達 官：航空機（エンジン等を含む） 

航空機部品器材室：航空機用機器（航空機用部品、整備用又は訓練用器材等） 

輸 入 調 達 官：装備品等及び役務の外国からの調達 

有償援助調達室：有償援助調達 

 
試 作 ・ 基 盤 

強 化 措 置 室 

 機 械 車 両 室 

武 器 調 達 官 

 弾 火 薬 室 

電 子 音 響 調 達 官 

 通 信 電 気 室 

 電 子 計 算 機 室 

艦 船 調 達 官 

 誘 導 武 器 室 

航 空 機 調 達 官 

 航空機部品器材室 

輸 入 調 達 官 

 有償援助調達室 

地方防衛局 装備品等及び役務の調達に係る原価監査、監督・検査等に関する事務 



- 8 - 

２ 過去３年間における主な取組 

（１）早期調達等 

装備品等の調達にあたっては、企業のリードタイム確保の観点から、契約年

度当初等における早期調達に取り組んでいます。 

具体的には、以下の取組を実施しています。 

・防衛関連の企業団体に対し、見積資料の早期提出に関して協力依頼を実施 

・企業の負担軽減・作成期間短縮のために見積資料のペーパーレス化を推進 

・企業が契約に関する作業を早期に実施できるよう、年度当初の早期にその年

度に調達を予定している案件の一覧表（予定品目表）を公表 

（２）ＱＣＤ評価 

防衛省では、企業の価格低減インセンティブが働くよう、コスト低減活動等

の企業努力に報いるための取組であるＱＣＤ評価を令和５年度より導入して

います。具体的には、装備品の製造等に関し、企業における品質管理（Ｑ）、コ

スト管理（Ｃ）、納期管理（Ｄ）の生産管理に係る努力を評価し、その評価を利

益率に反映して、利益率５～１０％の幅で設定する仕組みを導入しています。 

また、企業における評価結果の納得感の醸成に資する改善を取り入れながら、

制度のよりよい運用に努めています。 

（３）コスト変動調整率 

防衛生産・技術基盤の維持・強化のための防衛事業における適正な利益の確

保に係る措置について（防装庁（事）第６４９号。令和４年１２月２３日）に

基づき、企業の適正な利益を確保するために設けられた制度であり、具体的に

は、生産期間中におけるコスト変動を考慮し、企業努力の及ばない将来の労務

費や物価高騰等のコスト上昇リスクを吸収するため、各契約の予定価格算定時

に総原価にコスト変動調整率を乗じることとして運用しています。 

この調整率については、企業物価指数の過去１０年平均値や、政府の物価安

定目標といった指標を踏まえ、現在、契約の予算年限に応じて１％から５％と

し、原価計算方式で計算する場合に適用しています。  
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第３章 調達業務の運営 

 

１ 概要 

中央調達に係る調達業務は、「装備品等及び役務の調達実施に関する訓令」（昭

和４９年防衛庁訓令第４号）に基づいて行われるもので、大臣官房長等の調達要

求を受けて、業態調査、原価調査、予定価格の算定、契約の締結、原価監査、監

督・検査及び支払並びにこれらに付随する業務を行うことを内容としています。 

国の支出の原因となる契約は、「会計法」（昭和２２年法律第３５号）に基づき、

支出負担行為担当官等によって行われています。装備庁においては、支出負担行

為担当官に長官が充てられています。しかし、業務量が非常に多いことから、分

任支出負担行為担当官を設置して、予定金額が１件につき２００億円以上の有償

援助調達及び２００億円未満であって、予定単価が２億円以上又は予定金額が１

件につき１０億円以上の支出負担行為5については調達事業部長に、予定単価が２

億円未満であって、予定金額が１件につき１０億円未満の支出負担行為について

は、調達総括官１人、総括装備調達官２人の計３人に分掌させています。 

また、中央調達では特に支出負担行為認証官6を置き、予算執行の適正を期して

います。支出負担行為認証官には、監察監査・評価官が充てられています。 

契約の適正を期するため、契約の方式、選定しようとする相手方と選定理由そ

の他の事項についての長官の諮問機関として、装備庁に指名随契審査会7が置かれ

ています。 

                         
5 支出負担行為：予算（歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為）に基づいて行う国の支出の原因となる契約その他の

行為をいいます。 
6 支出負担行為認証官：支出負担行為について、認証（契約書等の審査）を行う官職をいいます。 
7 指名随契審査会：装備庁の調達管理部長を会長とし、装備庁及び関係機関の職員を委員として構成され、指名競争契

約又は随意契約により装備品等又は役務の調達を行う場合に、契約の方式、選定しようとする相手

方と選定理由その他の事項について審議し、長官に答申することを任務としています。 
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装備庁における装備品等の調達に係る主な会計機関は、それぞれ次表のとおり

です。 

会 計 機 関 指 定 官 職 所掌事務の範囲 

支出負担行為担当官 防衛装備庁長官 
予定金額が２００億円以上（有償援助調達を除

く）の支出負担行為事務 

分任支出負担行為 

担 当 官 

調 達 事 業 部 長 

予定金額が１件につき２００億円以上の有償援

助調達及び２００億円未満であって、予定単価が２

億円以上又は予定金額が１件につき１０億円以上

の支出負担行為に関する事務 

調 達 総 括 官 

需品調達官及び武器調達官の分掌に係る予定単

価が２億円未満であって、予定金額が１件につき１

０億円未満の支出負担行為に関する事務 

総括装備調達官 

（電子音響調達

官及び艦船調達

官の分掌に属す

るものに限る） 

電子音響調達官及び艦船調達官の分掌に係る予

定単価が２億円未満であって、予定金額が１件につ

き１０億円未満の支出負担行為に関する事務 

総括装備調達官 

（航空機調達官

及び輸入調達官

の分掌に属する

ものに限る） 

航空機調達官及び輸入調達官の分掌に係る予定

単価が２億円未満であって、予定金額が１件につき

１０億円未満の支出負担行為に関する事務 

支出負担行為認証官 監察監査・評価官 
支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当

官の行う支出負担行為の認証事務 

官  署  支  出  官
8 会 計 官 歳出予算の支出の決定事務 

                         
8 官署支出官：支出の決定を行う官職をいいます。なお、支出の決定に基づく小切手の振出又は国庫金振替書若しくは

支払指図書の交付は、財務省会計センターのセンター支出官が一括して行っています。 
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大臣官房長等 防衛装備庁 企業

（契約相手方）②契約方式選定

（一般/指名競争、随意契約）

指示 報告

受領部隊

補給処等

地方防衛局・支局

⑥監督・検査

原価監査

⑦装備品納入

③予定価格算定

④入札・商議

⑤契約締結

⑧代金請求

①調達要求

⑨代金支払

中央調達業務の運営は、次のような要領で行われます。 
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２ 管理業務 

(１) 資格審査 

国が契約を締結する場合には、一般競争契約、指名競争契約又は随意契約

のいずれかの方式によることとなりますが、競争契約によるときには、一定

の資格を有する者の中から契約の相手方を選定しなければなりません。この

資格は、物品の製造、物品の購入等の区分ごとに級別に格付けされたもので

あり、相手方は、その資格に応じた契約の入札に参加できることとされてい

ます。 

装備庁においては、「防衛省所管契約事務取扱細則」（平成１８年防衛庁訓

令第１０８号）に基づいて３年に１回定期（定期審査を実施する年度の１月

初めから同月末まで）又は随時に、入札に参加しようとする者からの申請を

受け付け、資格審査を行います。審査結果は全省庁統一資格事務処理センタ

ーで取りまとめられ、全省庁統一資格として、有資格者名簿が作成されます。 

(２) 調達要求の受理と検討 

中央調達に係る調達業務は、大臣官房長等から調達要求書、仕様書等の送

付を受けることによって、その業務が開始されます。これらの調達関係書類

は、大臣の定める支出負担行為計画示達内訳額の範囲内で作成され、調達要

求書には、品名、数量、金額、仕様区分、納期、納地等が記載されています。 

装備庁では、前記の調達関係書類の送付を受けた場合には、その記載内容

について検討し、調達を実施する上で、①要求金額が低すぎる場合、②要求

納期が短すぎる場合、③仕様書等の内容が実情に添わない場合等には、その

変更について大臣官房長等と協議することとなっています。 

(３) 製造設備等の認定 

装備庁においては、「装備品等の製造設備等の認定に関する訓令」（昭和５

０年防衛庁訓令第４４号）に基づき、防衛省において調達する装備品等9のう

ち、あらかじめ大臣が指定するもの（指定品目）の製造者の申請を受けて、

                         
9 装備品等：防衛省設置法第４条第１３号に規定する装備品等並びにその一部を構成する材料、部品及び半製品をいい

ます。 
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その製造設備、検査設備、材料、部品、半製品、工程、製造方法、検査方法、

品質管理方法等（製造設備等）及び当該製造設備等により製造される装備品

等について検査を行い、当該製造設備等が防衛省仕様書等10に適合する品質

の装備品等を継続して製造する能力を備えていると認められる場合に、その

ことを認定します。この制度は、装備品等の品質の継続的な確保を図るとと

もに、調達業務の合理化を図るものです。 

認定された製造設備等については、その後の条件の変化等に応じて、確認

検査、改善勧告、認定の取消し等の措置がとられることがあります。 

なお、認定の可否、確認検査の必要性の有無、認定の取消し等について審

議する長官の諮問機関として、認定審査会11が置かれています。 

(４) 承認用図面等の審査 

契約相手方が仕様書に基づき、装備品等の製造に先立って製造に必要な図

面又は見本を作成し、支出負担行為担当官に提出して承認を受けることとな

っている場合には、大臣官房長等調達要求元と協議の上、仕様書の定めると

ころと矛盾しないことなどを照合確認し、承認することとしています。 

(５) 認証制度 

支出負担行為認証官は、予算執行の適正を期するために支出負担行為担当

官等から送付を受けた契約書等の書類の内容について、法令又は予算に違反

することがないか、予算の範囲内であるかなどの審査を行い、認証すべきも

のと認めた場合には、契約書等に認証する旨の表示をすることになっていま

す。中央調達では、この認証行為を経て、契約が締結されるものであり、予

算執行上の大きな特色となっています。 

  

                         
10 防衛省仕様書等：防衛省仕様書、防衛省規格、アメリカ合衆国政府が制定する仕様書及びアメリカ合衆国軍隊が制

定する仕様書をいいます。 
11 認定審査会：長官の諮問機関として装備庁に設置され、装備庁の調達管理部長を議長とし、装備庁及び各幕の関係

課長等を委員として組織され、認定の可否、確認検査の必要性の有無、認定の取消し等を審議して、

その結果を長官に答申することを任務としています。 
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第４章 契約 

 

１ 契約制度 

契約制度については、契約の相手方を選定する方式である契約方式、代金を確

定する方法である契約方法及び調達目的に応じた契約の種類があり、装備庁では、

それぞれ次のとおり区分しています。 

項

目 

契約方式 契約方法 契約の種類 

区
分 

ア 一般競争契約 

イ 指名競争契約 

ウ 随意契約 

ア 確定契約 

イ 準確定契約 

ウ 概算契約 

ア 売買契約 

イ 製造請負契約 

ウ 役務請負契約 

エ 試作研究請負契約 

オ 賃貸借契約  等 

２ 契約方式 

契約方式には、一般競争契約、指名競争契約及び随意契約の３方式があり、そ

の内容は次のとおりです。 

(１) 一般競争契約 

契約の内容、入札条件等を広く一般に公告して一定の資格のある不特定多

数の者の中から、競争入札により落札した相手方と契約する方式をいいます。 

(２) 指名競争契約 

防衛省が定めた条件を満たした者を指名し、契約内容、入札条件等を通知

して、この範囲の中で競争入札により落札した相手方と契約する方式をいい

ます。 

(３) 随意契約 

他に契約できる者がいない等、一定の条件の下で競争入札の方法によらず、

任意に特定した相手方と契約する方式をいいます。 

国の契約は、広く門戸を開放して多数の者の参加を得て、公正な競争を行

って、適正な調達を実施する必要があることから、一般競争契約を原則とし

ています。 
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３ 契約方法 

契約金額は、本来、契約締結時に確定されていることが原則ですが、契約の内

容によっては必ずしも契約当初に確定することができない場合又は不適当な場

合があるため、契約方法を次のように区分して運用しています。 

(１) 確定契約 

契約金額をもって契約相手方に支払われる代金の金額を確定している契

約をいい、一般確定契約のほか超過利益返納条項付契約があります。 

(２) 準確定契約 

代金の金額をあらかじめ定める基準に従い、契約金額の範囲内で確定する

契約をいい、中途確定条項付契約、履行後確定条項付契約及び特定費目の代

金の確定に関する特約条項付契約等があります。 

(３) 概算契約 

前二者の契約方法によることが適当ではないと認められる場合に、代金の

金額を後日、あらかじめ定める基準に従って確定することとしている契約を

いい、主なものには特定費目の代金の実費精算条項付契約及び暫定的な経費

率適用条項付契約があります。 

４ 契約の種類 

契約には、その目的に応じて売買契約、請負契約等の種類がありますが、主な

契約の種類は、次のとおりです。 

(１) 売買契約 

契約相手方が、契約物品の所有権及び占有権を国に移転することを約し、

国がこれにその代金を支払うことを約する契約をいいます。 

(２) 製造請負契約 

契約相手方が、専ら又は主として自己の材料を用いて契約物品を製造し、

その所有権及び占有権を国に移転することを約し、国がこれにその代金を支

払うことを約する契約をいいます。 

(３) 役務請負契約 

契約相手方が、国の物品について役務を行い、これを国に引き渡すことを
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約し、国がこれにその代金を支払うことを約する契約をいいます。 

(４) 試作研究請負契約 

装備庁が技術研究開発等を行うために、契約相手方が試作品を製造し、そ

の所有権及び占有権を国に移転することを約し、国がその代金を支払うこと

を約する契約をいいます。 

(５) 賃貸借契約 

契約相手方が、契約物品を国に使用させることを約し、国がその代金を支

払うことを約する契約をいいます。 

５ 中央調達に係る契約の特色 

中央調達に係る契約の特色として、 

 自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務をその対象としているため、そ

の用途が特殊であり、市販性が少なく、契約の相手方が特定の企業に限定さ

れることが少なくないこと 

 仕様内容が複雑・高度であるため最先端技術等を必要とするものがあること 

 契約期間が長期にわたり、契約金額も高額なものが多い傾向にあること 

 製造に当たり各種法令の適用を受け、許可等を必要とする場合があること 

などが挙げられます。このほか多量の装備品等の調達では、複数落札入札制度12が

認められていることなどが挙げられます。 

６ 中央調達に係るその他の施策 

(１) ＦＭＳ13調達 

ＦＭＳ調達は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」に基

づいて、装備品等及び役務を日米両政府間の直接取引によって調達するもの

です。この調達においては、取引の条件、手段等が、米国政府の方針、規制

                         
12 複数落札入札制度：一時に多量の装備品等の調達を行うために、一般競争又は指名競争を行うに当たり、単価と希望

数量を入札させ、予定価格の範囲内で低価の入札者から順次必要数量に達するまでの入札者をも

って落札者とする方法で、現在のところ燃料等の契約に適用されています。 
13 ＦＭＳ：Foreign Military Sales の略で、米国が武器輸出管理法に基づき、同盟諸国等に対して有償で行う軍事援助を

いいます。 
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等に従って定められていることがあり、一般的な商取引による契約とは性格

を異にしています。 

(２) 特定調達契約14 

「政府調達に関する協定（昭和５６年１月１日発効）」の現行協定の適用範

囲の拡大等を目的に、平成２４年３月に「政府調達に関する協定を改正する

議定書」が採択され、我が国は平成２６年３月に受諾し、ある一定額（１５

万ＳＤＲ15）以上の特定調達物品等については、入札等に関して他の締約国の

供給者に対しても門戸を開放しています。 

防衛省における調達では、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために

必要な物品等については、この協定は適用除外となりますが、電気機器、需

品、医療用器材及び施設器材等の一部の物品にその対象となるものがあり、

随時、官報に公告又は公示して入札等を行っています。 

(３) 中小企業者の受注機会の確保 

装備庁が行う調達については、中央調達機関としての性格から、火器、弾

薬、艦船、武器車両、航空機といった主要装備品等の占める額が多く、これ

らについては、中小企業者の受注対象としてはなじみにくいものが多い傾向

にあります。 

しかしながら、装備庁としても、「官公需についての中小企業者の受注の確

保に関する法律」（昭和４１年法律第９７号）及び毎年度閣議決定される「中

小企業者に関する国等の契約の基本方針」の趣旨に沿って官公需相談窓口の

設置、調達予定品目の公表などをして、中小企業者の受注機会の確保に努め

ているところです。 

  

                         
14 特定調達契約：「政府調達に関する協定」に基づき、調達を実施するため、国の締結する契約のうち、この協定の適

用を受けるものに関する事務の取扱いを定めた「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る政令」（昭和55年政令第300号）の規定が適用される調達契約をいいます。 
15 ＳＤＲ：Special Drawing Rights（特別引出権）ＩＭＦ加盟の主要国通貨の為替相場の加重平均により算定された単位

をいいます。 



- 18 - 

第５章 原価計算 

 

１ 予定価格 

(１) 予定価格 

国の契約は、歳出予算16、国庫債務負担行為17、継続費18の負担権限に基づい

て行わなければならず、その際、契約担当官等は、契約金額を決定する基準

として予め作成する見積価格である、予定価格を算定します。予定価格は、

適正かつ合理的に算定され、契約金額決定の基準とする最高制限価格として

だけでなく、入札価格の適正性を判断する尺度としての役割も持っています。 

中央調達における原価計算業務は、この予定価格を算定するために行われ

るものです。予定価格は、「予算決算及び会計令」（昭和２２年勅令第１６５

号）において、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履

行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない（同令第８０条第２

項）とされています。 

防衛省においては、適正価格で調達を行うために、予定価格の算定に必要

な基本事項について、「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」（昭

和３７年防衛庁訓令第３５号）を定めています。さらに、「防衛装備庁におけ

る予定価格算定事務に関する訓令」（平成２７年防衛装備庁訓令第３５号）及

び「防衛装備庁における予定価格算定事務に関する訓令に係る事務要領につ

いて」（装管原第２７７号。平成２７年１０月１日）を定めて、業務処理の適

正化・円滑化を図っています。 

なお、予定価格は、その性質上、部外に漏洩しないよう厳格に保持すると

ともに、開札後においても、入札不調、契約不成立等の事態や今後の契約に

おいて予定価格を推察されるおそれがあるため、一部の例外を除き公開して

はならないことになっています。 

                         
16 歳出予算：一会計年度における一切の支出をいいます。 
17 国庫債務負担行為：国が金銭給付を内容とする債務を負担する行為をいいます。 
18 継続費：国が工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、経費の総額及び年割を定め、

数年度にわたり支出する予算をいいます。 
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(２) 予定価格の算定 

予定価格は、計算価格（予定価格の決定の基準とする価格として計算され

る見積価格）を基準として定めることとされ、計算価格の計算は、調達物品

等の需給の状況、数量、納期等を考慮することとされています。 

計算価格を計算する方式には、市場価格方式と原価計算方式があります。 

市場価格方式とは、市場価格等を基準とする計算方式であり、市場価格と

は、一般に、競争市場における需要と供給の関係、すなわち、売手と買手に

よって合意された物の価値を貨幣で表したものをいいます。 

一方、原価計算方式は、市場価格方式により難い場合に適用する計算方式

で、生産費用を構成要素ごとに積み上げた製造原価に適正利益等を付加して

計算価格を計算する方式です。 

中央調達で取り扱う調達物品等には、特殊な仕様のものが多く、市場価格

が存在しないことなどから、予定価格を原価計算方式によって算定する場合

が少なくありません。 

両方式の計算項目と構成要素を図解すると、次頁のとおりとなります。 
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（市場価格方式の場合）   （原価計算方式の場合） 

品 代 

裸 価 格 

計算価格  

直 接 材 料 費19 

製造原価 

総 原 価 

裸 価 格 

計算価格 

直接労務費20 
加
工
費 

製造間接費21 

直 接 経 費22 

手 数 料23 

 

一般管理及
び販売費24 

販売直接費25 

技術提携費26 

販売直接費25 

 

利 子27 

利 益28 

コスト変動 
調 整 分 

 

梱 包 費 

 

梱 包 費 

輸 送 費 輸 送 費 

  

                         
19 直接材料費：製品の製造に伴って直接発生する素材費、原料費(中間製品を含む｡)、部品費等の主要材料費をいいま

す｡ 
20 直接労務費：製品の製造に伴って発生する直接工の直接作業時間に対する賃金及び諸手当をいいます。 
21 製造間接費：製品の製造に伴い、他製品と共通に発生する費用で、「工場消耗品費、補助材料費等の間接材料費」、

「間接工の賃金及び諸手当、直接工の間接作業に対する賃金及び諸手当等の間接労務費」及び「減価

償却費、電力料等の間接経費」を製品の用役に応じて配賦した費用をいいます。 
22 直接経費：製品の製造に伴って発生する費用で、直接材料費及び直接労務費のほか、直接に賦課することが適当な

ものをいいます。 
23 手数料：一般管理及び販売費、利子並びに利益の総額をいいます。 
24 一般管理及び販売費：事業全般の管理及び販売に関して発生する共通的費用をいいます。 
25 販売直接費：販売に伴って発生する費用で、工業所有権使用料、販売手数料及びその他特別の費用を要すると認め

られ、かつ、一般管理及び販売費以外の費用として直接に賦課することが適当と認められる費用をい

います。 
26 技術提携費：ライセンス料、ロイヤルティ、ライセンス元からの技術情報提供及び技術支援に要する費用をいいま

す。 
27 利子：調達物品等の製造、販売その他当該契約の給付の達成のために必要な資本に対する費用をいいます。 
28 利益：調達物品等の製造、販売その他当該契約の給付の達成のための報酬、危険負担に対する補償の費用及び価格

の低減に対する報奨の額をいいます。 

（注）上記計算価格は消費税抜き価格を示します。 
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２ 原価資料調査 

予定価格の算定は、標準数値29によることが基本となります。この標準数値は、

市場価格等の調査及び企業の原価等の分析・検討の上設定されるもので、このた

め、中央調達においては、次のような調査を行っています。 

(１) 価格調査 

価格調査は、予定価格の算定に適用される価格資料を得るため、装備品等

に係る市場価格や当該市場価格の変動に関連する経済指標等について、調査

品目や調査項目を定めて調査するものです。 

(２) 経費率調査 

経費率調査は、当該装備品等の原価計算方式による計算価格の計算に適用

する直接労務費、製造間接費、一般管理及び販売費、利子、利益の計算に用

いる数値を決定するため必要と認められる事業等の経費率30の実態を調査す

るものです。 

(３) 原価調査 

原価調査は、調達品の次回以降の調達に対する予定価格の算定に必要な資

料を得るために、履行が完了した契約の発生原価の全部又は一部を確認する

ための調査を行うものです。 

(４) 資料調査 

資料調査は、予定価格の算定に当たって、契約の相手方から徴取した見積

書類等の内容を確認するために調査するものです。 

また、装備品等の予定価格の算定に適用する工数の適正性の評価能力を高

めるため、防衛省の全調達機関の工数を集計し、工数をマクロ的にチェック

するシステムを導入しています。 

３ 原価監査 

原価監査は、契約相手方が契約の履行のために支出又は負担をした費用が原価

                         
29 標準数値：直接材料の消費量の計算に適用する数値（例：歩留率）、直接材料の消費価格（例：市場価格）、経費率

の計算式において使用する標準的な数値をいいます。 
30 経費率：賃率、製造間接費率、一般管理及び販売費率、利子率並びに利益率をいいます。 
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として妥当であるか否かを審査し、契約代金を確定するものです。 

原価監査を行う契約は、超過利益返納条項付契約、中途確定条項付契約及び履

行後確定条項付契約です。 

原価監査の実施に当たっては、契約条項等（契約条項及び契約条項に添付され

た計算基準その他の契約関係書類）に基づき、契約相手方において発生した実際

原価31又は実際価格32に関する諸記録を調査し、必要に応じ、事実を確認して、当

該実際原価又は実際価格の適否の審査をしています。 

原価監査の結果は、原価監査報告書として支出負担行為担当官等に報告され、

契約代金の確定資料とされます。 

原価監査は、「防衛装備庁における原価監査事務に関する訓令」（平成２７年防

衛装備庁訓令第３６号）、「防衛装備庁における原価監査事務に関する訓令に係る

事務要領について」（装管原第２７８号。平成２７年１０月１日）及び「原価監査

実施準則について」（装管原第２８８号。平成２７年１０月１日）に基づき行われ

ます。 

４ 制度調査及び輸入調達調査 

(１) 制度調査 

防衛省としては、平成２４年１月以降に相次いで発覚した防衛関連企業に

よる過大請求事案を踏まえ、契約の相手方が提出等する資料について一層の

信頼性を確保すべく、制度調査の改善を図り実効性を高めるための措置を講

じているところです。 

この制度調査は、原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している

契約の相手方の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、

会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類

（以下「原価元帳等」という。）への集計システムの適正性、貸借対照表及び

                         
31 実際原価：契約相手方が、自ら定める原価計算の実施に関する規定に基づいて契約履行のために支出し、又は負担し

た財貨の実際消費量をもって計算した原価をいいます。 

なお、実績原価（原価監査官が実際原価を監査し、適正と認めた原価をいう。）とは明確に区分されてい

ます。 
32 実際価格：実際原価に契約条項等に規定する付加費用及び利益を加えた価額をいいます。 
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損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合その他これらに類する必要事

項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する

調査です。 

また、制度調査は、継続的に経費率を算定している契約の相手方について、

少なくとも５年に１回は、フロアチェック（作業現場において、作業員本人

から作業内容について説明を聴取し、その聴取内容を契約の相手方の作業指

示書、帳票類等と突合するなどして行う確認作業）を取り入れた「定期調査

33」を実施するとともに、「臨時調査34」についても積極的に実施しています。 

(２) 輸入調達調査 

輸入調達調査は、輸入品等に関する契約を締結している契約の相手方の経

理会計システムの適正性を確認するための調査であって、経理会計システム

上の記録と契約の相手方が提出し、又は提示した請求書等との整合性及び当

該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内不正防止及

び法令遵守に関する体制を確認する調査です。 

また、輸入調達調査は、継続的に１億円以上の契約を締結している契約の

相手方について、少なくとも５年に１回は定期調査を実施するとともに、必

要があると認める場合には臨時調査を実施することとしています。 

  

                         
33 定期調査：日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を契約の相手方に十分な猶予を持って通知して行う調査を

いいます。 
34 臨時調査：日時、場所その他調査を行う上で必要な事項を契約の相手方に開始時に通知して行う調査をいいます。 
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第６章 監督・検査 

 

１ 監督・検査の意義 

監督・検査は、「会計法」に基づき、契約の適正な履行を確保するための手段で

す。 

監督は、通常、製造又は役務の請負契約の履行過程において、必要な立会、工

程管理、材料・部品等の審査又は試験、細部設計書の審査・承認等の方法により、

検査では確認できない部分について、契約物品に対する要求事項が確実に具現さ

れるよう要時要点に対して行うものであり、これによって、納期までに満足し得

るものを確実に取得できることになります。 

検査は、契約履行の最終段階において、給付の完了を確認するために行われる

ものであり、防衛省では、これを完成検査と受領検査に分けて実施しています。 

監督と検査の関係は右図のとおりです。 

特に、防衛装備品は、複雑高度なものが多

いため、後述する３つの方式を要求内容に応

じて選択し、監督・検査の効率的、効果的な

実施に努めています。 

(１) 完成検査 

完成検査は、契約物品が納入場所に送られるのに先立ち、契約相手方の工

場等において品質を確認するために行う検査で、契約物品が契約書、仕様書

等の要求事項に合致するか否かを判定するために行われます。 

完成検査で合格と判定されると完成検査合格証が交付されます。しかし、

完成検査に合格しても、受領検査において合格と判定されなければ、契約に

基づく給付の完了とはなりません。 

(２) 受領検査 

受領検査は、契約物品が納入場所に搬入された後、納入場所において、契

約物品が契約書、仕様書等の要求事項に合致するか否かを判定するために行

われます。 

契
約 

工
場 

納
入 

監
督 

○
完
成
検
査 

○
受
領
検
査 
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受領検査には、数量及び輸送中の事故の有無のみを確認する検査と部隊等

において据付調整等を要する装備品等について、品質及び数量の確認を行う

検査の２方式があり、前者が大部分となっています。 

２ 監督・完成検査の方式 

監督・完成検査には、直接監督・完成検査方式、品質証拠監督・完成検査方式

及び資料監督・完成検査方式の３方式があります。 

(１) 直接監督・完成検査方式 

材料、部品及び半製品又は調達品等について、直接に検査又は試験をして

要求事項に合致しているか否かを確認し、合否の判定を行う方式をいいます。 

(２) 品質証拠監督・完成検査方式 

仕様書において品質管理方式35による製造、修理等が要求されている場合

に適用される方式であり、契約相手方が品質管理方式を適用した材料、部品

及び半製品等又は調達品等に対して品質証拠の審査を行うことによって、当

該調達品が仕様書の要求事項に合致しているか否かを確認し、合否の判定を

行う方式をいいます。 

(３) 資料監督・完成検査方式 

材料、部品及び半製品又は調達品等について、国の機関又はこれに準ずる

機関が検定等に基づき品質を保証している場合、「装備品等の製造設備等の

認定に関する訓令」に基づき製造設備等の認定が行われている場合又は品質、

契約相手方の技術水準等が一定の基準に達しており、かつ、契約上取替え等

が担保されている場合において、その契約相手方から、提出された品質保証

資料等を審査して仕様書の要求事項に合致しているか否かを確認し、合否の

判定を行う方式をいいます。 

３ 監督・検査の実施 

監督・検査は、監督・検査に関する手続、手法、評価基準等を定めた関係規程

類、契約書、仕様書等に基づき、支出負担行為担当官の補助者として任命された

                         
35 品質管理方式：品質管理方式には、防衛省仕様書（ＤＳＰ）によるもの及び国際規格（ＩＳＯ規格。翻訳したもの

をＪＩＳ規格としている。）によるものがあります。 
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監督官及び検査官が実施しています。 

中央調達に係る監督官又は検査官に充てられる職員は、下表のとおりです。 

監 督 官 
防衛装備庁に所属する職員又は地方防衛局に所属する職員。ただし、特別

の理由がある場合は部隊等に所属する職員 

検 査 官 

完成検査 
防衛装備庁に所属する職員又は地方防衛局に所属する職員。ただし、特別

の理由がある場合は部隊等に所属する職員 

受領検査 

調達品等を契約履行の場所に送付する場合にあっては当該調達品等の送

付を受ける部隊等に所属する職員、その他の場合にあっては防衛装備庁

に所属する職員又は地方防衛局に所属する職員 

また、監督・検査に加えて、品質向上のための体制強化の一環として、平成１

７年度から、品質監査の制度が設けられ、防衛装備庁の職員がこれを実施してい

ます。品質監査は、監督の一部として、契約相手方の品質確保の活動に対し監査

を行うものであり、品質情報の不具合分析を基に計画的に行う「計画品質監査」、

必要に応じて随時に行う「特別品質監査」、契約相手方の品質管理に係る資料の

信頼性を確認するために行う「品質信頼性確認」に区分されます。なお、品質信

頼性確認は、平成２５年６月に発覚した製品試験結果改ざん等の事案を受け、そ

の再発防止策の一環として、平成２６年７月から実施しており、主として、検査

記録改ざんの有無、検査手順書等の適正性及び不適合製品の管理状況についての

監査を重点的に行っています。 

これら品質監査の実施により、不具合の発生を未然に防止するとともに、調達

品等の品質の改善を図ることとしています。 

受領検査は、通常、装備品等の受領部隊等が行っているほか、工場を納入場所

とする場合には、当該工場を管轄する地方防衛局が行っています。 

また、監督・完成検査は、対象品目ごとに、次のような監督・検査方式により

実施しています。 

(１) 一般装備品及び船舶等 

一般装備品（火器、通信器材、弾火薬類、需品、機械、車両等）及び船舶

等の監督・完成検査は、主として直接監督・完成検査方式によるほか、品質

証拠監督・完成検査方式及び資料監督・完成検査方式で実施しています。 

(２) 航空機等 
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航空機等の監督・完成検査には、品質証拠監督・完成検査方式と資料監督・

完成検査方式があり、品質証拠監督・完成検査方式は製造請負契約の大部分

に、資料監督・完成検査方式は売買契約に適用しています。 

(３) 誘導武器等 

誘導武器等の監督・完成検査は、主として品質証拠監督・完成検査方式に

よって行っていますが、一部の構成品については、直接監督・完成検査方式

又は資料監督・完成検査方式で実施しています。 

(４) ＦＭＳ物品 

ＦＭＳ物品は、原則として、米国内の米軍補給廠又は米国製造業者の工場

で、米軍が検査の上、輸送代行業者36に引き渡されることになっており、当該

物品の受領検査は、受領する部隊等が行っています。 

  

                         
36 輸送代行業者：ＦＭＳ物品の受渡場所（米軍補給廠、米国製造業者の工場）で米国政府から引き取り、支出負担行為

担当官の指定する引渡場所（例えば京浜港）まで輸送を行う業者をいいます。 
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第７章 装備品等の製造・修理企業の保全に係る業務 

 

１ 秘密保全 

防衛産業の秘密保全に関する事項については、以下のページに掲載しておりま

す。 

https://www.mod.go.jp/atla/industrialsecurity/index.html 

２ 情報セキュリティ 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準については、以下のペ

ージに掲載しております。 

https://www.mod.go.jp/atla/cybersecurity.html 

  

https://www.mod.go.jp/atla/industrialsecurity/index.html
https://www.mod.go.jp/atla/cybersecurity.html
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第８章 資料編（中央調達の令和６年度分実績） 

 

１ 契約方式別契約実績 

（単位：件、億円） 

※金額は、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。 

 

 

２ 予定価格算定方式別契約実績 

（単位：件、億円） 

 市場価格方式 原価計算方式 計 

件数 6,053 1,941 7,994 

金額 19,350 38,593 57,943 

※金額は、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。 

一般競争契約, 4.1%

一般競争契約, 

38.4%

随意契約, 80.7%

随意契約, 58.9%

ＦＭＳ, 15.2%

ＦＭＳ, 2.7%

金額

件数

市場価格方式, 

33.4%

市場価格方式, 

75.7%

原価計算方式, 

66.6%

原価計算方式, 

24.3%

金額

件数

 一般競争契約 指名競争契約 随意契約 ＦＭＳ 計 

件数 3,072 0 4,710 212 7,994 

金額 2,354 0 46,755 8,834 57,943 
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３ 要求機関別調達実績 

（単位：件、億円） 

 件数 金額 

陸幕 2,860 13,861 

海幕 2,387 20,380 

空幕 2,003 14,003 

装備庁 257 7,678 

その他機関 487 2,021 

計 7,994 57,943 

※金額は、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。 

※その他機関とは、内局、防研、統幕、情本、監本及び地防局等をいう。 

  

陸幕, 23.9%

陸幕, 35.8%

海幕, 35.2%

海幕, 29.9%

空幕, 24.2%

空幕, 25.1%

装備庁, 13.3%

装備庁, 3.2%

その他機関, 3.5%

その他機関, 6.1%

金額

件数
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４ 物別官室別調達実績 

（単位：件、億円） 

※金額は、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。 

  

 件数 金額 

需品調達官 3,052 2,643 

試作・基盤強化措置室 150 5,842 

機械車両室 907 1,314 

武器調達官 249 1,976 

弾火薬室 188 924 

電子音響調達官 504 5,098 

通信電気室 1,112 2,156 

電子計算機室 339 4,059 

艦船調達官 179 6,153 

誘導武器室 119 8,354 

航空機調達官 81 6,592 

航空機部品器材室 423 1,304 

輸入調達官 367 2,691 

有償援助調達室 324 8,835 

計 7,994 57,943 
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５ 主要調達品目 

（金額単位：億円） 

※初度費契約を除く。  

要求機関 品目 数量 金額 契約相手方 

陸幕 

輸送ヘリコプターＣＨ－４７ＪＡ 12機 1,611 川崎重工業株式会社 

１２式地対艦誘導弾能力向上型 1式 1,047 三菱重工業株式会社 

多用途ヘリコプターＵＨ－２ 16機 392 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 

０３式中距離地対空誘導弾（改善型） 1式 359 三菱電機株式会社 

広帯域多目的無線機（野外通信システムの更新） 1式 191 日本電気株式会社 

海幕 

イージス・システム搭載艦１番艦の製造（その３） 1隻 1,397 三菱重工業株式会社 

イージス・システム搭載艦２番艦の製造（その２） 1隻 1,324 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

護衛艦（４，８００トン型） 2隻 796 三菱重工業株式会社 

補給艦（１４，５００トン型） 1隻 720 三菱重工業株式会社 

イージス・システム構成品等の整備 1式 653 米海軍省 

空幕 

Ｆ－３５Ａ／Ｂ戦闘機 1式 2,668 米空軍省 

Ｆ－３５ ＡＬＧＳの態勢整備 1式 815 米空軍省 

地対空誘導弾ペトリオット再保証弾 - 754 三菱重工業株式会社 

ＣＨ－４７Ｊ輸送ヘリコプター 5機 714 川崎重工業株式会社 

ＲＣ－２ 1機 444 川崎重工業株式会社 

装備庁 

島嶼防衛用高速滑空弾（能力向上型）（その２） 1式 838 三菱重工業株式会社 

次期戦闘機（その５）（１） 1式 678 三菱重工業株式会社 

極超音速誘導弾の研究試作（その２） 1式 629 三菱重工業株式会社 

ＧＰＩの共同開発（その１）（１） 1式 560 三菱重工業株式会社 

極超音速燃焼風洞試験装置（その２） 1式 549 三菱重工機械システム株式会社 

その他 

民間船舶の運航・管理事業（旅客船） 1式 304 高速マリン・トランスポート２株式会社 

地理空間情報支援システム用電算機（次期

本体部）の器材借上（０６新規） 
1式 154 日本電気株式会社 

総合解析システム用器材借上（０６換装） 1式 120 日本電気株式会社 
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６ 契約相手方別契約高順位（上位２０社） 

（単位：件、億円） 

順位 契約相手方 件数 金額 主な調達品 

1 三菱重工業株式会社 238 14,567 

イージス・システム搭載艦１番艦の製造（その３） 

１２式地対艦誘導弾能力向上型 

島嶼防衛用高速滑空弾（能力向上型）（その２） 

2 川崎重工業株式会社 133 6,383 

輸送ヘリコプターＣＨ－４７ＪＡ 

ＣＨ－４７Ｊ輸送ヘリコプター 

Ｐ－１固定翼哨戒機 

3 三菱電機株式会社 139 4,956 

シースパローミサイルＲＩＭ－１６２ブロックⅡ 

統合装備計測評価システム（その１） 

０３式中距離地対空誘導弾（改善型） 

4 日本電気株式会社 282 3,117 

自動警戒管制システム等（０６機能付加等） 

広帯域多目的無線機（野外通信システムの更新） 

野外通信システム 

5 富士通株式会社 144 1,736 

ＭＳＩＩオープン系システム用器材の借上（０６増設）（その１） 

陸自クローズ系クラウド基盤借上（０６換装） 

海自ロジスティクス基盤システムの借上（０６新規） 

6 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 3 1,614 

イージス・システム搭載艦２番艦の製造（その２） 

掃海艦（２０９） 

輸送艇（２０５１、２０５２，２０５３） 

7 東芝インフラシステムズ株式会社※ 93 1,569 

１１式短距離地対空誘導弾 

機上電波測定装置 

移動型電波測定装置 

8 株式会社日本製鋼所 46 1,206 

将来レールガン（その３）の研究試作 

装輪装甲車（人員輸送型）ＡＭＶ 

ＭＫ２５キャニスタ 

9 伊藤忠アビエーション株式会社 44 971 

ＪＳＭ 

高性能２０ｍｍ機関砲 

ＣＨ－４７ＪＡ（機体）用初度部品（輸入・その９） 

10 株式会社日立製作所 98 798 

機雷捜索用水中無人機（小型）ＯＺＺ－７ 

情報本部共通基盤の器材借上（０６換装） 

掃海艦ソーナーシステムＯＱＱ－１０－５ 
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順位 契約相手方 件数 金額 主な調達品 

11 沖電気工業株式会社 46 691 

ＭＳＩＩクローズ系システム用器材の借上（中枢拠点）（０６更新） 

ソノブイ ＨＱＳ－１３Ｈ－（ ） 

将来潜水艦用ソーナー装置（その３） 

12 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 32 595 

多用途ヘリコプターＵＨ－２ 

Ｔ－５初等練習機 

ＵＨ－１Ｊ機体定期修理及び機体改修 

13 株式会社ＩＨＩ 28 578 

次期戦闘機（その５）（２）次期戦闘機用エンジンシステム（その４） 

Ｐ－１用エンジン（Ｆ７－１０・搭載用） 

Ｔ－４用エンジン・オーバーホール（Ｆ３－ＩＨＩ－３０Ｂ） 

14 三菱重工機械システム株式会社 1 549 極超音速燃焼風洞試験装置（その２） 

15 三井物産エアロスペース株式会社 14 418 

ＵＳＶ（供試器材） 

自己防護装置（ＣＨ－４７ＪＡ用）（輸入） 

ＣＨ－４７Ｊ用搭載電子機器 初度部品（輸入・その３） 

16 ＥＮＥＯＳ株式会社 70 345 
航空タービン燃料ＪＰ－５（免税） 

航空タービン燃料Ｊｅｔ Ａ－１ 

17 中川物産株式会社 146 340 

航空タービン燃料Ｊｅｔ Ａ－１ 

軽油２号（艦船用）（免税） 

重油特種１号 

18 高速マリン・トランスポート２株式会社 1 304 民間船舶の運航・管理事業（旅客船） 

19 ダイキン工業株式会社 35 269 

将来ＥＭＰ装備適用技術の研究試作（２）ＥＭＰ弾頭Ⅱ型 

００式１２０ｍｍ戦車砲用演習弾 

１０式１２０ｍｍ装弾筒付翼安定徹甲弾 

20 株式会社小松製作所 23 256 

１２０ｍｍＴＫＧ、ＪＭ１２Ａ１対戦車りゅう弾 

１２０ｍｍＭ、ＪＭ１りゅう弾、信管なし 

１５５ｍｍＨ、Ｍ１０７りゅう弾 

※令和７年４月１日付で株式会社東芝へ統合 
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７ 防衛装備庁中央調達実績 

（単位：件、億円） 

 件数 金額 

平成27年度 6,693 18,126 

平成28年度 6,767 18,397 

平成29年度 6,418 15,764 

平成30年度 5,938 14,402 

令和元年度 5,649 18,243 

令和2年度 5,846 17,121 

令和3年度 5,417 18,031 

令和4年度 5,228 17,208 

令和5年度 7,455 55,737 

令和6年度 7,994 57,943 
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８ 防衛装備庁及び地方防衛局所在地一覧 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

防衛装備庁 162-8860 東京都新宿区市谷本村町5-1 (03)3268-3111 

(03)5366-3111 

※北海道防衛局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12 札幌第３合同庁舎内 (011)272-7578 

 千歳防衛事務所 066-0042 北海道千歳市東雲町3-2-1 (0123)23-3145 

帯広防衛支局 080-0016 北海道帯広市西6条南7-3 帯広地方合同庁舎内 (0155)22-1181 

東北防衛局 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同庁舎内 (022)297-8209 

 三沢防衛事務所 033-0012 青森県三沢市平畑1-1-31 (0176)53-3116 

※郡山防衛事務所 963-0201 福島県郡山市大槻町字長右ヱ門林1 陸上自衛隊郡山駐屯地内 (024)961-7681 

北関東防衛局 330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館内 (048)600-1800 

 ※装備部装備企画課 114-8564 東京都北区十条台1-5-70 陸上自衛隊十条駐屯地内 (03)3908-5121 

※装備部装備第１課 114-8564 東京都北区十条台1-5-70 陸上自衛隊十条駐屯地内 (03)3908-5121 

※装備部装備第２課 183-8521 東京都府中市浅間町1-5-5 航空自衛隊府中基地内 (042)362-2971 

百里防衛事務所 311-3423 茨城県小美玉市小川1853-2 (0299)58-2220 

※宇都宮防衛事務所 320-0845 栃木県宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎内 (028)638-1384 

前橋防衛事務所 371-0026 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎内 (027)221-5351 

千葉防衛事務所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎内 (043)221-3541 

 横田防衛事務所 197-0003 東京都福生市熊川864 (042)551-0319 

新潟防衛事務所 950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館内 (025)285-1120 

小笠原出張所 100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 小笠原総合事務所内 (04998)2-2025 

※南関東防衛局 231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎内 (045)211-7100 

 横須賀防衛事務所 238-0005 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎内 (046)822-2254 

 座間防衛事務所 242-0004 神奈川県大和市鶴間1-13-2 (046)261-4332 

吉田防衛事務所 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東1-10-22 (0555)22-4121 

 浜松防衛事務所 430-0929 静岡県浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎内 (053)453-8958 

 富士防衛事務所 412-0042 静岡県御殿場市萩原606 (0550)82-1622 
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※近畿中部防衛局 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館内 (06)6945-4951 

 ※装備課（神戸分室） 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎内 (078)261-5020 

小松防衛事務所 923-0993 石川県小松市浮柳町ヨ21 小松空港庁舎内 (0761)24-1690 

京都防衛事務所 604-8482 京都府京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎内 (075)812-1887 

 ※舞鶴防衛事務所 625-0087 京都府舞鶴市余部下1190 海上自衛隊舞鶴地方総監部内 (0773)62-0305 

 ※東海防衛支局 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館内 (052)952-8221 

  ※岐阜防衛事務所 504-8701 岐阜県各務原市那加官有無番地 航空自衛隊岐阜基地内 (058)383-5935 

※中国四国防衛局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館内 (082)223-8284 

 美保防衛事務所 683-0067 鳥取県米子市東町124-16 米子地方合同庁舎内 (0859)34-9363 

 津山防衛事務所 708-0006 岡山県津山市小田中1303-9 (0868)22-7516 

 ※玉野防衛事務所 706-0012 岡山県玉野市玉4-1-6 立石ビル内 (0863)21-3724 

 岩国防衛事務所 740-0027 山口県岩国市中津町2-15-7 (0827)21-6195 

高松防衛事務所 760-0019 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎内 (087)823-1331 

九州防衛局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎内 (092)483-8811 

 佐世保防衛事務所 857-0041 長崎県佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎内 (0956)23-3157 

別府防衛事務所 874-0000 大分県別府市大字別府3051-1 (0977)21-0215 

※長崎防衛支局 850-0862 長崎県長崎市出島町2-25 (095)825-5303 

熊本防衛支局 862-0901 熊本県熊本市東区東町1-1-11 (096)368-2171 

 宮崎防衛事務所 880-0816 宮崎県宮崎市江平東2-6-35 宮崎地方法務局分室内 (0985)55-0277 

  鹿児島防衛事務所 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町13-4 ＭＡＸ加治屋町ビル5階 (099)219-9055 

※沖縄防衛局 904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 (098)921-8131 

 名護防衛事務所 905-2171 沖縄県名護市字辺野古1007-145 (0980)50-0326 

那覇出張所 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎内 (098)941-7650 

金武出張所 904-1202 沖縄県国頭郡金武町字伊芸76-1 (098)968-3100 

※装備品等の検査等を担当する部署 
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さいたま市

横浜市

長崎市

広島市

大阪市

名古屋市

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県
千葉県 東京都 新潟県 長野県

神奈川県 山梨県 静岡県

富山県 石川県 福井県 岐阜県
愛知県 三重県 滋賀県 京都府
大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

鳥取県 島根県 岡山県
広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県

北関東防衛局

近畿中部防衛局

南関東防衛局

九州防衛局

中国四国防衛局

北海道防衛局

北海道

東北防衛局

青森県 岩手県 宮城県 秋田県
山形県 福島県

沖縄防衛局

沖縄県

美保防衛事務所

津山防衛事務所

玉野防衛事務所

岩国防衛事務所

高松防衛事務所

岐阜防衛事務所

小松防衛事務所

京都防衛事務所

舞鶴防衛事務所

横須賀防衛事務所

座間防衛事務所

吉田防衛事務所

浜松防衛事務所

富士防衛事務所

百里防衛事務所

前橋防衛事務所

千葉防衛事務所

横田防衛事務所

新潟防衛事務所

宇都宮防衛事務所

小笠原出張所

三沢防衛事務所

郡山防衛事務所

帯広防衛支局

別府防衛事務所

佐世保防衛事務所

名護防衛事務所

那覇出張所

宮崎防衛事務所

熊本防衛支局

東海防衛支局

千歳防衛事務所

長崎防衛支局

仙台市

札幌市

帯広市

福岡市

熊本市

嘉手納町
：各防衛局所在地

：各防衛支局所在地

（凡例）

金武出張所

鹿児島防衛事務所

９ 地方防衛局の管轄区域 
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宇都宮市

東京都

横浜市

長崎市

広島市 玉野市

舞鶴市

各務原市

大阪市

名古屋市

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県
千葉県 東京都 新潟県 長野県

宇都宮防衛事務所

栃木県

青森県 岩手県 宮城県
秋田県 山形県 福島県

神奈川県 山梨県 静岡県

岐阜県 愛知県 三重県

富山県 石川県 福井県 岐阜県
愛知県 三重県 滋賀県 京都府
大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
徳島県（板野郡に限る。）

鳥取県 岡山県 徳島県（板野郡を除く。）
香川県 愛媛県 高知県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県
山口県（下関市を除く。）徳島県（板野郡を除く。）
香川県 愛媛県 高知県

岐阜県

郡山防衛事務所

北関東防衛局

玉野防衛事務所

近畿中部防衛局

南関東防衛局

東海防衛支局

岐阜防衛事務所

九州防衛局

郡山市

中国四国防衛局

北海道防衛局

北海道

長崎防衛支局

東北防衛局

沖縄防衛局

沖縄県

山口県（下関市に限る。）
福岡県 佐賀県 長崎県
熊本県 大分県 宮崎県
鹿児島県

舞鶴防衛事務所

富山県 石川県 福井県 福知山市
舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市
与謝郡 兵庫県（豊岡市 養父市
朝来市及び美方郡に限る。）

札幌市

嘉手納町

： 各防衛局・支局所在地

： 各防衛事務所所在地

（凡例）

装備品調達に係る事務に関する管轄区域 

 


